
川崎市上下水道局予算編成要綱 

（昭和５９年１０月８日５９川水総経第１０４号）  

   第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、川崎市上下水道局財務規程（昭和３９年水道局規程第８

号。以下「財務規程」という。）第１８０条に規定する予算の編成について

、必要な事項を定めるものとする。 

   第２章 予算編成の原則 

（収入の基準） 

第２条 収入は、収益的収入及び資本的収入いずれも収入源を正確に把握し、

かつ、経済の現実に即応して、関連するすべての資料に基づいて的確な収入

を計上すること。 

（支出の基準） 

第３条 支出は、収益的支出及び資本的支出のいずれも合理的な基準によりそ

の経費を算定し、かつ、最小の経費をもって最大の効果をあげるように留意

すること。 

２ 収益的支出については、合理化、能率化及び簡素化の面から従来の事務事

業に徹底的な再検討を加え、極力一般消費的経費の節減に努めること。 

３ 資本的支出については、特定財源の裏付けのあるもの及び事業運営上緊急

かつ不可欠のもののみとし、不急の建設改良工事、固定資産購入等は、極力

繰り延べること。 

（消費税及び地方消費税） 

第４条 消費税及び地方消費税の取引区分については、消費税法（昭和６３年

法律第１０８号)に基づいて課税・非課税・不課税を適正に処分すること。 

   第３章 収入 



（営業収益） 

第５条 水道料金は、配水計画、給水栓数の増加見込み及び前年度の実績等を

勘案して的確な収入を計上すること。 

２ 工業用水道料金は、契約水量、料金単価等に基づいて的確な収入を計上す

ること。 

３ 受託工事収益は、受託工事費に見合う収入を計上すること。 

４ 受託給水工事収益は、受託給水工事費に見合う収入を計上すること。 

５ その他受託工事収益は、その他受託工事費に見合う収入を計上すること。 

６ 他会計負担金は、経費の負担の原則（地方公営企業法（昭和２７年法律第

２９２号。以下「法」という。）第１７条の２）等に基づいて、一般会計等

において負担する経費を調査し、これに見合う収入を計上すること。 

７ 手数料は、前年度の実績等を勘案して計上すること。 

８ 雑収益は、上記以外の営業活動に付随する収入を計上すること。 

９ 分担金は、東京都からの分担金とし、協定等に基づいて計上すること。 

（営業外収益） 

第６条 受取利息は、預金利息については、各種預金に対する利子の前年度の

実績、平均預金残高等を、その他受取利息については、前年度の実績等を勘

案して計上すること。 

２ 他会計補助金は、地方公営企業繰出金基準（総務省において定める繰出し

の基準をいう。以下同じ。）等に基づいて、一般会計から受入れる額を計上

すること。 

３ 分担金は、神奈川県内広域水道企業団（以下「企業団」という。）からの

分担金とし、協定等に基づいて計上すること。 

４ 水道利用加入金は、給水栓数の増加見込み等を調査し、前年度の実績等を

勘案して計上すること。 



５ 賃貸料は、公舎入居料及びその他賃貸借契約による賃貸料の収入を計上す

ること。 

６ 不用品売却収益は、鉄くず、砲金くずその他の不用品の払下げ数量を的確

に調査し、適正単価により不用品売却原価に見合う収入を計上すること。 

７ 長期前受金戻入は、地方公営企業法施行規則（昭和２７年総理府令第７３

号。以下「規則」という。）第２１条第２項の規定により営業外収益として

整理する長期前受金について計上すること。 

８ その他雑収益は、上記以外の営業活動と直接関係のない収入を計上するこ

と。 

（特別利益） 

第７条 固定資産売却益は、土地、建物、自動車その他の陸上運搬具等の固定

資産で、事業の用に供しない不用の資産がある場合はこれを的確に調査し、

売却すべきものについては差益相当額を算定し、売却益として計上すること

。 

２ 過年度損益修正益は、過年度損益修正による利益の発生予定額を計上する

こと。 

３ 長期前受金戻入は、規則第２１条第２項の規定により特別利益として整理

する長期前受金及び前年度以前に収益化できなかった長期前受金について計

上すること。 

４ 引当金戻入益は、引当金について、当該年度中に取り崩す予定の額及び当

該年度末日に引当てが必要となる額を見込んで計上すること。 

５ その他特別利益は、上記以外の特別利益を計上すること。 

（資本的収入） 

第８条 建設企業債は、建設改良費等の財源に充てるための企業債について計

上すること。 



２ 一般会計出資金は、地方公営企業繰出金基準に基づいて、一般会計から受

け入れる額を計上すること。 

３ 国県補助金は、建設改良に対する国及び県からの補助金を計上すること。 

４ 一般会計補助金は、建設改良に対する一般会計からの補助金を計上するこ

と。 

５ 工事負担金は、配水管布設替工事等に対する受益者からの負担金を計上す

ること。 

６ 他会計負担金は、経費の負担の原則（法第１７条の２）に基づいて、一般

会計等において負担する経費等を調査し、これに見合う額を計上すること。 

７ 固定資産売却代金は、第７条第１項の不用品売却資産の帳簿価額を計上す

ること。 

８ 出資金返還金は、地方公営企業繰出金基準に基づく企業団への出資に対す

る返還金を計上すること。 

９ その他資本的収入は、上記以外の資本的収入を計上すること。 

（明細書） 

第９条 収入については、その計算の基礎を明細書に記載すること。ただし、

明細書に記載することが適当でないものは、別に内訳書を添付すること。 

   第４章 支出 

（人件費） 

第１０条 人件費は、過去の実績、職員計画等を勘案して労務課が総括し計上

すること。 

第１１条 削除 

（物件費） 

第１２条 物件費は、極力節減に努め、適正な単価により計上し、前年度以上

の予算額となる場合は要求理由書を添付すること。 



２ 予算要求書（第１号様式）に記載できないものは、別に内訳書を添付する

こと。 

（維持工事費） 

第１３条 営業費用に属する修繕、取替工事等に係る費用は、前年度の実績等

を勘案して計上し、工事実施計画書（第２号様式又は第２号様式の２）を添

付すること。 

２ 受託工事費は、給水装置の新設、改造、修繕等及び配水管切回等の受託工

事に要する費用を計上すること。 

３ 受託給水工事費は、給水装置の新設、改造、修繕等の受託工事に要する費

用を計上すること。 

４ その他受託工事費は、配水管切回等の受託工事に要する費用を計上するこ

と。 

（固定資産の除却等） 

第１４条 建物、構築物及びその他の償却資産で撤去、廃棄等に係る費用は、

関係資料に基づいて計上し、固定資産除却費内訳書（第３号様式）及び固定

資産除却費内訳明細書（第３号様式の２及び第３号様式の３）を管財課に提

出すること。 

２ 前項の償却資産の撤去に要する費用は、工事実施計画書を添付すること。 

（たな卸資産の減耗） 

第１５条 たな卸資産の減耗は、過去の実績、消耗率等を勘案して減耗額を計

上し、たな卸資産減耗費内訳書（第４号様式）を添付すること。 

（引当金繰入額） 

第１５条の２ 引当金繰入額は、引当金について、当該年度中に取り崩す予定

の額及び当該年度末日に引当てが必要となる額を見込んで計上すること。 

（営業外費用） 



第１６条 支払利息及び企業債取扱諸費は、償還年次表等に基づいて計上する

こと。 

２ 企業団繰出金は、地方公営企業繰出金基準に基づいて企業団への繰出額を

計上すること。 

３ 繰延勘定償却は、地方公営企業法施行令（昭和２７年政令第４０３号）に

基づいて適正な金額を計上すること。 

４ 雑支出は、上記以外の営業外費用を計上すること。  

（特別損失） 

第１７条 固定資産売却損は、土地、建物等の固定資産の売却による帳簿価額

に対する差損相当額を売却損として計上すること。 

２ 過年度損益修正損は、過年度損益修正による損失の発生予定額を計上する

こと。 

３ 臨時損失は、天災その他特別な理由による巨額の臨時損失を計上すること

。 

４ その他特別損失は、上記以外の特別損失を計上すること。 

（建設改良費） 

第１８条 建設改良工事に係る費用は、財源の裏付けのあるものとそれ以外の

ものとを区別し、工事実施計画に基づき計上し、工事実施計画書を添付する

こと。 

２ 機械器具備品購入費については、固定資産購入費要求内訳書（第５号様式

）を添付すること。 

３ リース資産購入費については、ファイナンス・リース取引について計上す

ること。 

（投資） 

第１９条 出資金は、地方公営企業繰出金基準に基づいて企業団へ出資する額



を計上すること。 

（企業債償還金） 

第２０条 企業債償還金は、償還年次表に基づいて計上すること。 

（一般会計出資金返還金） 

第２０条の２ 一般会計出資金は、地方公営企業繰出金基準に基づく一般会計

からの出資に対する返還金を計上すること。 

第２１条 削除 

 （国庫補助金返還金） 

第２２条 国庫補助金返還金は、消費税及び地方消費税納税額確定に伴い、交

付を受けた国庫補助金のうち消費税及び地方消費税相当額の返還金等を計上

すること。 

 （その他の資本的支出） 

第２３条 その他の資本的支出は、第１８条から第２２条までによるもの以外

の資本的支出を計上すること。 

（継続費） 

第２４条 継続費の予算要求は、財務規程第１８４条に規定する書類等を添付

して行うこと。 

   第５章 その他 

（債務負担行為） 

第２５条 債務負担行為の予算要求は、財務規程第１８５条に規定する書類等

を添付して行うこと。 

（要求理由書） 

第２６条 支出については、第１０条から第２５条までの規定によるもののほ

か、必要に応じて要求理由書を添付すること。 

（補正予算） 



第２７条 補正予算に関しては、第５条から第８条まで及び第１０条から第２

５条までの規定を準用すること。 

 （適用除外） 

第２８条 第３章、第４章、第２６条及び第２７条の規定は、下水道事業の予

算編成については、適用しない。 

   附 則（昭和５９年１０月８日５９川水総経第１０４号） 

 この要綱は、昭和５９年１０月８日から施行する。 

   附 則（平成６年３月１４日５川水総経第１４３号） 

 この改正要綱は、平成６年４月１日から施行する。 

   附 則（平成９年３月２６日８川水総経第１８８号） 

 この改正要綱は、平成９年４月１日から施行する。 

   附 則（平成１９年３月３０日１８川水総経第３７４号） 

 この改正要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２２年３月３１日２１川水総総第１９７７号） 

 この改正要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２３年３月３０日２２川上経第１１４２号） 

 この改正要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則（平成２６年２月１７日２５川上経財第５５５号）  

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２６年２月１７日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の要綱の規定は、平成２６年度の事業年度から適用し、平成２５

年度の事業年度については、なお従前の例による。 

３  平成２６年度の事業年度初日において計上すべき退職給付引当金につい

ては、改正後の要綱第１５条の２の規定にかかわらず、同事業年度の特別



損失とする。 

   附 則（令和２年３月２５日３１川水経財第４１８号） 

 この改正要綱は、令和２年４月１日から施行する。 
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第1号様式

年度  川崎市上下水道局　　事業会計当初予算要求書
所属:　　　　　　   査定段階:
款:
項:

目: (単位　千円)

予算科目
年度要求額(A)

下段：増減(A-B)
年度予算額(B)

年度予算額
　度決算額

          年度算出根拠　　　　（単位　円）           年度算出根拠　　　　（単位　円）

様式－UAR100RXXXXXXX



年度

課所名

布設延長
又 は
撤去延長

千円 千円 千円 千円 千円

工 事 実 施 計 画 書 （ 管 工 事 ）

第２号様式

工事請負費

科 目

工 事 名 工 事 場 所 管 種 口 径
そ の 他 計

工 事 費 明 細

路面復旧費材 料 費



第２号様式の２

年度

課所名

工事請負費 材 料 費 そ の 他 計
千円 千円 千円 千円

工 事 場 所 工 事 内 容

工 事 実 施 計 画 書 （ 管 以 外 の 工 事 ）

科 目

工 事 費 明 細
工 事 名



第3号様式

年度 課所名

撤 去 延 長 耐 用 減 価 償 却 残 存 物 件

又 は 数 量 単 価 金 額 年 数 累 計 額 倉 入 見 積 額

円 円 円 円

帳 簿 原 価名 称

管 種

固 定 資 産 除 却 費 内 訳 書 （ 管 類 ・ 量 水 器 ）

備 考
口 径



第3号様式の２

年度 課所名

資産減耗費 配水施設費 そ の 他 小 計 資産減耗費 配水施設費 そ の 他 小 計 資産減耗費 配水施設費 そ の 他 小 計

1,700ｍｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

1,300

1,200

1,100

1,000

900

800

700

600

500

450

400

350

300

250

200

150

100

75

50

固 定 資 産 除 却 費 内 訳 明 細 書 （ 管 類 ）

計口 径
鋳 鉄 管 鋼 管 そ の 他

計



第3号様式の３

年度 課所名

円

備 考
除 却 資 産

ト ー タ ル コ ー ド
費　　　　　　　　目 工 事 名

固 定 資 産 除 却 費 内 訳 明 細 書 （ 建 物 ・ そ の 他 ）

資 産 名 称
除却分帳簿原価



第４号様式

年度 課所名

単 価 金 額 単 価 金 額

円 円 円 円 円

減 耗 費
帳 簿 価 額 評 価 替 額

品 名 形 状 寸 法 単 位 数 量

た な 卸 資 産 減 耗 費 内 訳 書



年度

課所名

千円

固 定 資 産 購 入 費 要 求 内 訳 書

形 状 寸 法 数 量 金 額 用 途 及 び 要 求 理 由

科　　　　　　　　　　目

第５号様式

単 位要 求 資 産 名


